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は じめに

トーマス ・ジ ョプ リンは、 イングラン ドの通貨 ・銀行制度 改革論者 として、1820年 代

か ら40年 代 にか けて精 力的 な活動 を展開 した人物 である。彼の経歴につ いては、 ここで

は詳 しくは触 れないが、 と くに株 式銀行 の設立 を推進 した点 で功績 は大 き く、 自らもナ

シ ョナル ・プ ロヴィンシャル銀行 の設立(1833年)に 参加 している。彼 は、通貨制度の

改革の必要性 を農業問題 と くに当時の穀物価格 の下落 と結 びつけて訴 えた。 当時、穀物

価格 の下落は需給関係に基づ くもの と一般に とらえられてお り、た とえば、 トゥックや

リカー ドはその原 因を過剰生産 に求め てい る。 これに対 して、 ジ ョプ リンは、 トーマ

ス ・ア トウッ ドとともに、貨幣的要因すなわち銀行券流通 量の縮小 に よる ものだ と主張

した。ただ し、ア トウッ ドが党換再開に伴 うイングラン ド銀行 の銀行券発行縮小 に原因

を求めたのに対 して、 ジ ョプ リンは、地 方銀行 の銀行券流通 の縮小 に原因を見出 してい

た。彼は、著書、パ ンフレ ッ トの他、新 聞に も投稿 を重ね るな ど活発 な活動 をし、1840

年代 の通貨論争 に も独 自の立場 を貫 いて加 わった。 しか し、その時々の主張は、その論

争 スタイル も手伝 って必ず しも十分 に受け入れ られた とは言 えない。

かつては、 ジョプ リンの理論の評価 について通貨論争 の枠内で とらえられ るこ とが多

か った。 しか し、彼の理論 にはその枠 に収 ま りきらない特色があ り、 その ことを反映 し
1)

て通貨学派 と銀行学派のいず れに含 め るかにつ いては議論が分かれている。 この通貨論

争 とのかか わ りか ら離れて、 ジ ョプ リンをマ クロ経済学 的分析の先駆者 として評価 した
2)

研究 も現 れている。 その先駆的な ものは ミー クの業績 である。近年では、 オブライエ ン
3)

の 『トーマス ・ジ ョプ リン と古典派マ クロ経済学』のよ うな体系的で優れ た研究が現れ

てい る。

通貨論争の期 間に至 るまでの ジ ョプ リンの主張にはい くっかの変化 が見 られ るが、 そ

の基調 には大 きな変化 はな く、それは もっ とも初期 の2つ の著作 の中に表れてい る。 こ

の著作 とは、1822年 の 『イングラン ドとスコッ トラン ドにおけ る銀行 業の一般 的原理 と
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実際につ いての小論:イ ングラン ド銀行の特許状 を即 時変更す る正 当性 とそのための政
4)

策、お よびそれ を効果的に達成す る方法 につ いての所見』(以 下、 『銀行論』 と称す る)

と、1823年 の 『政 治経済学体 系概説:現 在 の農 業の困窮の原因が まった く人為的 な もの

であるこ とを政府 と国民 に示 し、 それ をい ま救済 し、将来において類似 の弊 害の再発 を
5)

防 ぐための通貨管理計画 を提案す るために書かれた』(以 下、 『政治経済学体 系』 と称す

る)で ある。

本稿 は、英国の通貨制度 の発展 を視野に入れつつ、 これ ら初期 の著作 に見 られ るジ ョ

プ リンの通貨 と銀行 に関す る理論の概要 を示 し、独 占 ・規制 ・競争 な どの問題 について

彼が どの ように考 えていたかにつ いて考察 しようとす るものである。

最初 に、本稿の主題 に関係す るイングラン ドの通貨にかかわる主な動 きを挙 げておこ

う。

1814年 穀物価格 が下落す る。

1815年 穀物法が制定 され る。

1819年 イングラン ド銀行の免換再開に関す る委員会が両院でそれ ぞれ任命 され、両

委員会 は免換再 開勧告 の報告書 を上院 に提 出 し、 それに基づ いて党換再 開法

(BankResumptionAct)が 成立す る。

1821年5月 に イングラン ド銀行 が無条件正貨免換 を開始す る。

1823年 特許状が更新 され、地方(ロ ン ドンか ら65マ イル以遠の)で は株式銀行の設

立が許可 され、特許状 は10年 間の期 限 をもって更新 され ることにな る。

1825年 銀行券が増発 され、対 南米への投機が起 こ り、金 融恐慌が発生す る。

1826年1月 に額面が5ポ ン ド未満の イングラン ド銀行 券の発行が禁 止され、回収 さ

れ る。5月 には、 ロン ドンか ら65マ イル以遠 での株 式組織銀行 による発券が

許可 され る とともに、 イングラン ド銀行 の支店の設置が許可 される。

1833年8月 に1833年 銀行法(BankCharterActof1833)が 制定 され、これに よっ

てイングラン ド銀行券が法貨 と認め られる。 また、同行 の割引利率 の最 高限

度(5%)の 制限が撤廃 され、 ロン ドンに も株式銀行の設立が認め られ る。

これ以降、株式銀行 の設立が相次 ぐ。

1840年 下院 は発券銀行特別委員会 を任命 し、 これが契機 となって通貨主義 と銀行主

義 の論争が活発化 し、1844年 の イングラン ド銀行 法(BankCharterActof

1844)い わゆ るピール条例 の制定に至 る。

1.株 式銀行 をめ ぐって

ジョプ リンの最大 の業績は、小規模 で不安定な個 人銀行、す なわちパー トナー シップ

に基づ く合名会社 の銀行 に代 わ る近代 的な株式銀行 の設立 と普及 に貢献 したことである。
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『銀行論』は ジョプ リンの銀行業 に関す る著述の最初 の ものであって、彼の著作 の中

では もっとも大 きな影響 を世論 に与えたパ ンフレッ トである。 それは、第6版 まで版 を

重ね、銀行設立のための重要な手引 き書になった。 そこでは、 イングラン ド銀行の特許

状の変更、す なわ ちイングラン ド銀行 にのみ与え られ た株 式銀行 の地位の特権 を撤 廃す

ることと、イングラン ド銀行制度 の改革の必要性が主張 されている。

当時、 イングラン ドでは、 イングラン ド銀行 を頂点 とした全 国的 な通貨制度の骨格 が

次 第に形成 されつつあ った。 しか し、1708年 にイングラン ド銀行 に与え られた特権のた

めに、 同行 以外 の銀行 は6名 以上 のパー トナー を もつ ことは許 されていなか った。 この

ため、 これ らの個 人銀行 は脆弱 な基盤 の上に立っていた。 ジョプ リン 自身の説明に よる

と、 イング ラン ドでは、1818年 以前 の20年 間に地方だけで230を くだ らない個人銀行が

破産 し、その件数 の多さは他 の事業 に比べ て際立 っていた。 これに対 して、ス コッ トラ

ン ドでは、数百名、 あるいは千名以上 の共 同出資者 を有す る株式銀行が設立 され、金融

業 で支 配的 な力 をもっていた。 当時、 このスコッ トラン ドの銀行制度の優位性が明 白に

な りつつあった。

クラバムは、 ジ ョプ リンの活動 が与 えた反響 を次のよ うに記述 して いる。 当時の首相

であった リバ プール卿 は イングラン ド銀行 の支店 開設 を推奨 したが、「北部の若干の事

業家は、銀行業 につ いてはス コッ トラン ド式の合名会社制度の方を高 く評価 した。……

イングラン ドの銀行 とその紙券が不安定 であ るときに、なぜ スコッ トラン ドの紙券が ボ

ーダー の南に まで知 られ、そのように比較 的安定的 なのであろうか。1822年 早々にニュ

ー カッスルの トーマス ・ジョプ リンはこの意味で優 れた小冊子 を発行 し
、かつ タインサ

イ ドでの株式銀行 の提案 を行 った。…… ジョプ リンの論議 は実業界や金融界で広 く論ぜ

られ た。彼 は リカー ドと交際があ り、 またイングラン ド銀行 の株式組織の独 占が発券 に
6)

対 してのみ適用 され、預金には適用 されない と主張す る最初 の人物 であった」。

ジョプ リン自身は次 のよ うに述べ、ス コッ トラン ドの銀行制度 を高 く評価 している。

「スコッ トラン ドが災禍 か ら完全 に免れてい ることは驚 くべ き事実 であ る。ス コッ トラ

ン ドの銀行 は倒産 も貨幣の損失 もまれ であ る。だか らといって、貨幣取引の性質 には何

らかの違 いがあ るとか、ス コッ トラン ドではわれ われ よりも交易 の変動が小 さいな どと

はだれ も思わないであろう。両国におけ る交易 はほ とん ど同 じものであ り、違いがあっ

て も、む しろス コッ トラン ドの商人の方が投機的 であ って不安定 であろ う。違 いの本 当

の原因は、 それぞれの銀行組織の性質 に見出 され るべ きである。 ス コッ トラン ドの銀行

は株 式会社 であ るが、 イングラン ドの銀行は個 人銀行 なのである。 スコッ トラン ドの銀

行 は多数 の所有者つ まり株主 か らなっている。彼 らは、百ポン ド、千 ポン ド、数千ポン

ドの資金 を提供 し、共同資本 を形成 して銀行 を設立 し、彼 らか ら選 出された理事会 と呼

ばれる委員会 に経営 をゆだねている。 これに対 して、 イングラン ドの銀行は6人 を超 え
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るパー トナー によって構成 されず、 しば しば1人 かせ いぜ い2人 に よって経営 されてい
7)

る 」。

8)

ジョプ リンによる と、株式銀行 の優位性 は資本の大 きさ と経営能力の強 さにあった。

株 式銀行 は、「それ らが 当然に有 す る無制 限の信用や気前 の よい事業 のや り方の結果、
　 　 　 コ

多額 の永久的な資金の提供 を受け取 る。 その結果、それ らは、適切 な担保 を提供 で きる
..

人々に、永久的な貸付 の形 でそれ を再提供す るこ とがで きる。 しか るに個 人銀行 には、

必要 な信用が欠如 してい るため、そのよ うな多額の資金が預 入 され ることはない。 また、

取付 けの危惧 があるために、手形 か、必要 な際には ロン ドンの取 引先 を通 じて貨幣 に随
9)

時替 えられ るような担保 に基づ く以外 に、前貸 をしない」。つ ま り、資本 が不十分 な個

人銀行 では、資金 と負債 の満期の不一致 を回避す るために短期 貸付 しか行 えず、資金の

長期貸付 によって農業部門に支援 を与えるこ とが不可能だ とい うのである。 イングラン

ド銀行 が もつ特権 は、株式銀行の設立に対す る障害 とな り、 その ことによって地方の信

用 を脆弱な ものに して いた。

ジ ョプ リンは、地方のみな らず ロン ドンにおいて も株 式銀行 の設立が重要 であること

を認めていた。 しか し、 イングラン ド銀行が ロン ドンの発券 において有 している排他的

特権 その ものに反対 していたわけではない ことに注意 しなければならない。彼 は、銀行

業におけ る収益源 ない し銀行 の固有の業務 において、発券業務 それ 自体 が 占め る比重が

軽 くな り、発券業務 とは相対的に独立 した手形割引や預金業務へ と重心 が移行 しつつあ

ること、 さらには長期 の信用供与 の重要性が増加 していることを認識 していたのである。

その ことは、彼が次の ように述べ てい るこ とか らもわか る。「銀行券 を発行 しない銀行

の安全性が優 れてい るのは、 その業務が より多 くの利益 を もた らしてい るか らにほかな

らない」。「ランカシャーでは……銀行 は自行 の銀行 券 を発行せ ずにイングラン ド銀行券

を発行 している。 この不 利益 だ と思われてい るこ とを埋め合 わせ るために、銀行 は割引

手数料 を課 してい る。 この方法 によって、 その事業は危険 の少ない利益の上が るもの と

なってい るこ とは間違 いない。 このため、銀行 はけ っして取付けにあ うこともない し、

割引 によって5-10%の 手数料が確実 に入 る。反対 に、他の地域 では、銀行 は手数料 を

課 してお らず、銀行券 は他 の銀行 を通 して発行 翌 日には還 流 して くる。 このため、 ラン

カシャーの銀行家が大 きな利潤 を得てい るのに、 これ らの銀行 はたいていわずかの利益

も得 ていない」。「たんなる自行銀行券の発行 には、他行 の銀行券の発行 と本質的 に異な

るものはな く、 さらに、取付 けによって支払 いを停止 して も、支払い不能でない場合 に

は倒産す ることはめ ったにないので、 この違 いは主に、同 じリス クを伴 うが よ りわずか
10)

な利益 しか伴 わない銀行券の発行か ら生 じているに違 いない」。

この見地は、イングラン ド銀行 に より単純 で直接 的な形 で銀行券発行 の独 占を保証す

ること、す なわち 「6人 以上のパー トナーが他 の銀行業 に参入 してはならない とい う条
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項を制定する代わりに、いかなる銀行 も現在の独 占の境界線内で銀行券を発行 してはな
11)

らない と制定す る」 ことす ら支持 している点 に も表れている。

また、株式銀行の優位性 を認めつつ も、有 限責任制 に対 しては否定的な見解 を有 して

いる点に も注意 してお く必要 があ ろう。彼 は、 この問題 に関 して、「パー トナーが特権

によって 自身の取引にかかわる損失か ら免れている とき、 だれ もその銀行 に永久に預 金
12)

す ることはないであろ う」 と述べている。ただ し、彼は、の ちになって有 限責任 を認め
13)

るよ うになってお り、 『銀行論』 でも、地方株 主については有限責任 を認めている。

2.所 得循環 モデル と通貨制度改革

ジョプ リンの通貨改革論 の もうひ とつの大 きな特徴 は、オブライエンが強調 している

ように、マ クロ経済的構造 の分析 と結合 して提起 され ている点 である。 その基本的 な内

容は 『政治経済学体系』の中に示 されている。 この著作 は、26の 章 と統計デー タを含む

補遺か らなってお り、短期 間に著 された もの としては大部の ものであ る。 そこに示 され

た理論 は、全体 的に見 る とさまざまの対立的な要素が交錯 してお り、未消化 な部分 を多

分 に含 んではいるが、19世 紀初期 とい う時代 にあっては新奇 なものであ って、ケインズ

理論の所得循環モデル を彷彿 させ る内容 となっている。 また、貨幣需要につ いての分析

や実質利子率 と貨幣利子率 の区別 など、 同時代 の経済学者には見 られ ない近代的な概念

が用 いられている。

その所得循環 モデルの主要部分 は、「議論 の支柱」 と題す る第4章 か ら始 まる5つ の

章 で示 されて いる。その核 心的 な箇所 は以下 の部分 で あ る。「いか な る商 品で もその

年々の生産 に とって第一 に重要な ことは、それに対 して年々の消費お よび需要が なけれ

ば ならない とい うこ とであ る。実 際の ところ、 その生産 はその消費の証拠 なのである。

消費がなければいか なる需要 もあ りえない し、 いかな る生産 も行 われ ない。他方、需要

は所得 か ら生 じる。所得 がなければ、消費性 向が十分 に強 くて も購買力 を伴わ ないので、

その性 向は十分 な もの とはな らない。 それゆえ、 この需要が生 じるのは所得の支 出によ
14)

ってのみである」。投資 につ いて は、貯蓄 が投 資 と消費的支 出に分解 され る として、次

のよ うに述べ ている。貸 し付 け られた貨幣は、借 り主が 「家屋や船 の建造、鉱 山の採掘

な どに、……あるいは、財の製造や売買、 その他 の用途に費やすであろ う。 そのすべ て

において商業的 または現実的な消費が生 み出され る。…… さもなければ、彼 らはそれを
15)

生活 のため の必需 品、便益 品、奢修 品に費や す であ ろう」。 また、 あ との章 では、次 の

よ うに述べて、輸 出または貿易収支 の差額 が需要 を構成す るこ とを主張 してい る。「貿

易差額 によって貨幣が流入す る と、 それは……商品に対す る需要の形で現れ る。 しか し、

すでに流通 している貨幣は、供 給に等 しい需要 を もた らして いる。 この ように して もた

らされ る外国の貨幣 は市場 におけ る商 品を代表 して いない。 このため、供給 を上 回る需
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要が創 出 され る。 この事 情のため、 この増加 した需要 に見合 うようになるまで商品の価

格が上昇す る。流入 した外 国の貨幣は、すでに流通 してい る貨幣 と同様に市場の商品を
16)

引 きつけ る。 ……貨幣が流出す る場合 は、逆の ことが起 きる」。

また、所得 については別の箇所 で、消費 と貸付 および退蔵 に向か うとして次 のよ うに

述べ ている。 「人は、 自分 が受け取 る貨幣 をどの よ うに獲得 しようとも、 その貨幣につ

いて3つ うちの1つ をしなければな らない。退蔵す るか、利子 をとって他人に貸 し付 け
17)

るか、 自分 で支 出す るかであ る」。 なお、退蔵 され た貨幣については、究極的 には商品
18)

に対す る需要 を減 らさずに消費の経路 を変 えるだけであ るとしている。

ジ ョプ リンの問題関心が農産物価格 の下落か ら出発 していることは、彼のマ クロ経済

理論に も色濃 く反映 してお り、 と くにその 中の重農主義 的な主張 として表れている。 そ

れは、「富 はそれ 自体 を、土地の産物、労働、お よびその両者の産物 であ る商品に分解

す る。……労働 も、それを支 える生活必需 品をもた らす土地 の産物 である。……労働 の
19)

賃金 も、究極 的には土地 の産物に分解 され る」 との記述 に端 的に示 されている。彼に よ
20)

れば、農業生産 は国民所得 を決定す る主要 な要 因であ り、 それゆえマ クロ経済的安定に

とって安定 した穀物価格 は不可欠な ものなのである。彼 は、 この立場か ら、穀物法お よ

び農業保護の必要性 を唱 えている。

また、需要 と供給の相 互関係については、農産物以外 の一般 生産物 と農業生産物 とで

は作用の仕方が異なっているとしてい る。前者では 「供 給が需要に合 わせ て変動す る」
21)

が、後者につ いては 「供給が需要 を創 り出す」 と述べてい る。 ジ ョプ リンは、農業生産

が国民所得 を決定す る主要 因であ ると位 置づけてい るため、後者 を規整す るセイの法則

が経済現象の中で基本的に貫徹す ると考 えているのである。

なお、利子率 につ いては、の ちの著作では、貯蓄 と支 出の不均衡が解消 され る要 因 と
22}

して とらえ られ るよ うにな るが、 『政治経済学体系』の段階ではこ うした展開は十分に

なされず、全体 としては通貨の需給の均衡 をもた らす要 因 として とらえられてい る。 そ

の ことは、「後者(利 子)は 、貸 し付 け る貨幣 を有す る人々に よる供 給に対 しての、貨
23)

幣 を借 りようとす る人々の側 の需要に よって決定 され る」 と明確 に述べ てい るこ とか ら

もわか る。

このよ うに、 ジ ョプ リンは、所得 と消費 ・投資 ・純輸 出か ら構成 される支出 とが均衡

す るモデル を構想 してい るが、 この均衡 は金属通貨が流通す る場合 にのみ維持 される と

考 えてい る。 これに対 して、紙券通貨が流通 している場合 には、所得循環 の流れが撹乱

され、貯蓄 と消費 との間の不均衡 が発生す ると見 なされている。

ジ ョプ リンは、理論的には不均衡 が もた らされ る通貨面 での原因 を、資金需要に2つ

の源泉 を見 出す こ とによって説明 してい る。つ ま り、貨幣流通 を、資本や資産 の移転 の

ための 「抽象的流通」(金 融的流通)と 消費財 の取引のための 「消費的流通」に区別 し、
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24)

国内価格に影響 を与 えるのは後者の流通だ とい うのである。金属通貨が全 国的に用 いら

れている場合、一般に、抽象的流通 と消費的流通 との間には密接 な量的関係が保 たれ、

後者が増加(減 少)す る と前者 も増加(減 少)す る。 したが って、た とえば支払収支 の

黒字や それ に伴 う貴金属 の流入 は、通貨流通量の増加 をもた らすはず である。 しか し、

彼 は、当時の ロン ドン と地 方で多数 の銀行に よって銀行券が発行 され ている通貨制度 の

下 では、 この関係が破壊 されてい ると考 えていた。 ロン ドンでは主に抽象的流通が イン

グラン ド銀行券 によって担われ、他方、地方では地方銀行券 が主に消 費的流通のために

用 い られてい る。 ロン ドンの流通 は、地 方の流通か ら切 り離 されていて、国内需要の主

要 な構成要素 である消費財の価格 に影響 を及ぼ さない。 イングラン ド銀行 は地方銀行券

を制御す る地位 になか った し、国内の信用の基礎 ともなって いなか った。加 えて、地方

におけ る流通は、脆弱 な信用 と経営能力 しか もたない地方銀行 に委ね られているために、

とくに激 し く変動 した。 このため、 ロン ドンの抽象的流通 と地方の消費的流通 は互 いに

無関係な動 きを し、た とえば、貴金属 が輸 出(輸 入)さ れている ときに地方銀行 券の流
25)

通が増加(減 少)す るとい うことが しば しば起 こるとい うのである。

ジョプ リンは、地方銀行券の流通の変化 は農産物 の価格水準 の激 しい変化 とい う形 を

とって表面化 し、当時の深刻 な穀物価格の下落は地方流通の急激 な減少によるもの と考

えた。彼は、過剰生産 に よって穀物価格が低下す る可能 性は認め ていた ものの、当時の

穀物価格 の低 下はそれに見合 う穀物供給の変化 を伴わずに生 じてお り、 また穀物価格の

み ならず労働 の価格 も低下 したので過剰生産が原 因ではない と見 な していたのである。

ジ ョプ リンの通貨制度改革案 は、 こうした通貨流通が もた らす所得循環 におけ る撹乱、

と くに農産物価格 の不安定 な変動 を打開す る方途 として提案 された。19世 紀の前半は、

全 国的な信用のネ ッ トワー クが形成 されつつあ る時期 であった。 ロン ドンの通貨市場 は

次第に重み を増 し、国内的お よび国際的に中心的な地位 を占め るようになって きた。 こ

うした中にあって、通貨制度の改革 は通貨の供給 を.__.元化す るとともに、貨幣 市場 をロ

ン ドンを中心 として統一す るものでなければなか った。彼は、 当時の ロン ドンが もって

いた金融上の地位 にっ いて次 のよ うに述べ ている。「ロン ドンでは、王 国の他の いか な

る部分 よりも、銀行家に よ り多 くの信頼が置かれてい る必要があ る。……地方銀行 は、

ロン ドン宛の手形 に応 じるために同 じこ と(多 額の残 高を置いてお くこと)を す る必要

がある。業務の過程 でそれ を振 り出 さねば ならないか らである。莫大 な財産 を もっ多 く

の貴族や大地主 もまた、銀行 に口座 をもってい る。 また、現在、外 国の国民や政府 との

巨額の取 引 もロン ドンにおいてさばかれている。 それ らは、必然的にロン ドンの銀行 の
26)

事業 を莫大 な もの としている」。
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3.通 貨 の競争 と管理 をめ ぐって

これ まで見て きたよ うに、 ジ ョプ リンの通貨改革の 目的 はマ クロ経済的安定性 を確保

す ることであ り、 その経済理論はその改革の必要性 を根拠づ け ることにあった。彼 は、

『政 治経済学体系』の最後 の部分 において通貨制度改革案 を提案 してい る
。 その骨子は、

株式銀行 を各地域 に設立 し、それ ぞれの銀行 に一定の通貨量 を割 り当て ること、銀行 と

国家が通貨 の保証 をす るこ と、各銀行 には通貨利用量に応 じて政府へ一定の利率の支払

いを課す こと、通貨管理機 関 をロン ドンに設置するこ とな どによって通貨 を管理 しよう

とい うものである。 この機関は、通貨や信用の状 態 を把握 す るほか、地金 を購入 し、そ

れ と引 き換えに受領 書 または銀行券 を発行す る。各銀行 が この受領 書 または銀行券 を新

しい銀行券で割 り引 くとい う形 を通 じて、それ ぞれの地域では銀行券が流通す るこ とに

なる。彼は、 この計画に よって、貴金属 の国際的流出入の変動 に合 わせ て流通量が変化

し、金属通貨 と同 じよ うな動 きをす る紙券通貨 の流通が実現 される としている。

それは、政府 による裁 量的介入のない自己調整的な通貨制度 を意図 した ものであった。

実際、彼 は、「この計画 によって、銀行 は 自由 に貨幣 を作 るこ とがで きず、通貨 は金属
27)

貨幣 と同 じ仕方で膨張 し収縮す るであろ う」 と述べてい る。 これは、の ちに通貨原理の

根拠 となった、国内価格の水準 を金の流 出入 と結 びっけ る考 え方、お よび金属通貨 の場

合 と同 じ量的 な変化 をす る紙券通貨供給 を想定す る 「金属的変動」(MetallicFluctua-
28)

tion)の 原理に他 な らない。

しか し、彼の考 えは、通貨学派 によって単純化 され た内容 よ りは複雑 なものであった

こ とは指摘 してお く必要が あろう。 それは、通貨論争の中で通貨学派 を批判 し、貨幣恐

慌時におけ る金 に対す る超過需要 の可能性 を指摘 し、部分 的準備制度の下 での金交換停

止の必然性 を予 言 したこと、 また中央銀行 の最後の貸 し手 としての役割 を強調 したこと

に表れている。 ジョプ リンは、通貨学派 とは異 な り、通貨当局 の裁量 をまった く排除 し

たわけではなかった。 それは、理論 的には、貨幣需要や貨幣流通の区分 に見 られ るよう

に複雑 な通貨流通 の仕方 を把握 していたこ とに求め ることがで きよ う。 しか し、 これは

また、銀行業におけ る自由や競争、管理 をめ ぐるジ ョプ リンの考 え方 ともかかわってい

る。

1820年 代 の英国は、産業の上昇期 にあって、産業革命 の盛期 を迎 えようとしていた。

この中にあって、 自由貿易主義思想の高揚 と影響力 にはめ ざましい ものがあ り、金融や

銀行業のあ り方 をめ ぐる論争にあって も大 きな影響 を及ぼ した。それの端 的な現れは、

フ リーバ ンキングの主張 であ る。 しか し、他方では、金融の成長 と拡大 に伴 い、通貨 と

金融 の構造化が急速に進展 し、通貨 ・金 融の管理や規制が現実的な問題 として現れて き

ていた。
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ジョプ リンは、 フ リーバ ンキングの熱心 な提唱者であるパーネル とも手紙のや りとり

を していた し、 また、株式銀行 に関 しては フ リーバ ンキング学派 と同調す る態度 をとっ

ていた。 イングラン ド銀行 の独 占と反競争的活動 を攻撃 してその排除 を求めていた し、

株式銀行への規制 を厳 しく批判 していた。 したが って、包括的な銀行業 の規制に対 して

は反対 し、全体 として銀行業 におけ る自由の意義 を認めていた ことは事実 であ る。 しか

しなが ら、他方では、通貨供給 を、銀行 の 自己利益や、それ を基礎 とした市場における

複数 の銀行 に よる競争的 な作 用 に任せ るこ とで きない とも考 えてい た。 「銀行 は それ

(詐欺)に 対 して 自覚が な く、進んで対 応 しない機 関であ り、 ひ とつの銀行 の存在 以外

にそれ を防 ぐ方法はない。商人たちは しば しば、行 き過 ぎた銀行 間競争が もた らす貨幣

を増やすため の便宜 によって、力量以上 に投機 をして しまう。 ひとつ以上の銀行 があ る

場合、彼 らは取 引を覆 い隠す こ とができる。 ……融通手形に よって銀行 を通 じて信用 を

支 え、深み に陥 って しま う。…… しか し、ひ とつの株 式銀行(publicbank)し か なけ

れば、すべての手形が 自然にそこへ 引 き寄せ られ、…・・健 全 なチェ ックが課せ られ、 こ
29)

の種 の 多 くの詐欺が根 を下 ろす のを防 ぐであろ う」。 また、彼 のス コッ トラン ド銀行 制

度に対 す る評価 は、株式銀行の優位性のみに限定 されてお り、ス コッ トラン ド銀行制度

におけ るもうひ とつ の特徴 である複数 の銀行 に よる自由競争に基づ く発券制度にっいて

はまった く言及 されていない ことも指摘 してお く必要があろ う。 このよ うに、 ジ ョプ リ

ンは、紙券通貨の供給 に対 して競争や市場が 自己調整力 をもつ こ とをまった く信 用 して

いなか ったのである。銀行業における自由競争は、 あ くまで管理 された紙券通貨供給の

枠 内でのみ認め られ るものであった。

そればか りか、 ジ ョプ リンは、 国家に よる通貨管理 を積極的 に提 唱 した し、 また、ひ

とつない し少数 の民間銀行 による通貨発行 の地域的独 占について も積極的に容認 してい

た。すでに触れたが、 ジ ョプ リンは、 イングラン ド銀行が信用 の需給や市場利子率につ

いて よ く理解 していたこ とを理由 として、 ロン ドンでは個人銀行 に発券 を認め るよりも
30)

同行 に発券 の独 占を認め る方が よい と考 えていた。

彼が国に よるイングラン ド銀行へ の介入 を容認 していたの は、「公共善」 の立場か ら

で もあった。「イングラン ド銀行 は私的 な投機 対象であ る と同時に公共 的組織 だ と考 え

られ てい ることは、議会に よるその業務への介入が証明 している。 この干渉 は、国の コ

モ ンローには まった く反 してい るが、イ ングラン ド銀行 につ いては、株主の利益 と同時

に公共的利益 のために特権 を享受 してい るため、完全 に正 当である。 イングラン ド銀行

は実 際には国のエ ンジンである。議会の法令 は、株 主には関係 な く、ただ公共 の便宜 の

ために、 その業務 を管理す るために継続的に作成 されている。慣例 か らも、 その事業へ
311

の議会の干渉の権利は、公共善 が含 まれているならば、明確 に認め られている」 という

のであ る。 また、「通貨 は個 人の ものでは ない、 それ ゆえ、国家の資産 であ る。政府 は
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32)

まさしく自らの ものであ る通貨か ら利潤 を受け取 るべ きであ る」 とも述べてい る。 リカ
33)

一 ドの 『国立銀行 設立案』 は彼の死後の1824年 に出版 されたが、 ジ ョプ リンは、 それが

自らの 『政治経済学体 系』 を模倣 した ものだ と述べ て しば しば言及 してい るが、そのこ
34)

とは ジョプ リン自身が国立銀行に きわめて強い関心 をもっていたこ とを示 してい る。

ジ ョプ リンは、銀行 に銀行券発行 の 自由 を与えるこ とは、資産へ の支配権 を銀行 に与

えるこ とを意味 してい るとい う観 点か らも、望 ま しくない と考 えていた。 『政治経済学

体系』 を要約 した1825年 の著作 では、 「現在 の紙券貨幣 を作 る自由は、他 人の財産 を貸
35}

す支配力 をだれ に も与 えてい る」 と述べ、「貨幣 を作 る銀行 の権 限は原則 的に不公正」

であ るとしている。銀行 は欲 しい ままに発券す る権 限を もつべ きではない とい うの であ

る。

この ように、 ジョプ リンは、銀行業 におけ る政府の規制や介 入、通貨 の管理、 さらに

は国家による通貨 の発行 を何の躊躇 もな く主張 していたのである。

英国では、通貨や金融 をめ ぐって 自由 と管理 の問題 が直接的に論 じられ るこ とは少 な

か った。 この 中にあって、 ジョプ リンは、 自由貿易主義思想 に とらわれず、 国家に よる

裁量や発券銀行の集中化、お よび通貨管理の問題 を真正面か ら取 り上 げるな ど、実際的

な立場か ら管理や規制 の意義 と必要 を強調 した数少 ない重要 な理論家 であった。 そ して、

この ような視点 は彼のマ クロ経済的な とちえ方 と密接 にかかわっていた と言 えるであろ

う。

ジ ョプ リンの通貨論 の1820年 代後半以降におけ る展開については、稿 を改めて論 じる

こ とにす る。

注

1)こ の 見 地 か らす る わ が 国 の 研 究 で は 、 次 に 示 す 荒 牧 正 憲 氏 に よ る 研 究 が 代 表 的 な も の で あ

り、 ジ ョプ リ ン の 理 論 が 詳 細 に 論 じ られ て い る。 「ジ ョ プ リ ン の 『通 貨 ・銀 行 改 革 論 』 に
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